
令和６年２月からの介護職員処遇改善支援補助金について

令和６年９月
広島県健康福祉局医療介護基盤課

介護事業者指導グループ
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１．スケジュール

令和６年４月１５日
 計画書提出

令和６年８月１６日
 第１回支払（令和６年２月・３月・４月分）

令和６年１０月～
 第２回支払（令和６年５月分・月遅れ請求相当分（２か月））

令和６年１２月～（第２回支払いから２か月後）
 実績報告書の提出
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２．実績報告について

・実績報告書は、下記厚生労働省ホームページに掲載されています。

 https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html
 （別紙様式３（実績報告書）［136KB］）

・第２回支払日の目途が立った段階で、提出期限を改めてメールにより通知します。
 ※令和６年７月19日に当課から送信したメールが届いていない場合は、個別に
  お問い合わせください。
 
・なお、広島県では、国の定める様式を改変する予定はありませんので、お早めの
 ご準備をお願いします。
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実績報告書作成手順

• 法人ごとに作成
• 黄色いセルに基本情報を入力
• 記載内容は、計画書と同一

• 補助金の対象となっているサービスをすべて記載
• 広島県内に所在する事業所のみ
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実績報告書作成手順

• サービスごと、月ごとの補助金の額は、国保連合会からの通知を確認してください
• 県からの補助金振込額と突合してください
• ２～３月分と、４～５月分を分けて記載してください
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実績報告書作成手順

• 賃金改善の所要額は、この補助金の交付を受けるために実施し
た賃金改善に要した実績額を記載してください（処遇改善加算
とは区別すること）

• ４～５月分の補助金については、そのうち「基本給等（＝毎月
支払う給与等）」により支払った金額を記載してください。

• この割合が66.7％を下回る場合、補助金の返還対象となります。

• 介護職員以外にも配分した場合は、介護職員と分けて記載して
ください。

• ベースアップの実施について、この補助金の交付を受けるため
に賃金改善を行った場合は、「実施した」に☑してください。

• ベースアップ率の計算方法は任意です。法人として説明できる
計算式であれば、計算方法等は問いません。
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実績報告書作成手順

• ①イは、補助金の総額と一致します。

• 記載もれがないようにしてください。
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